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岡山県教員奨学金返還支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 岡山県教育委員会教育長（以下「教育長」という。）は、県内の公

立小学校（岡山市立小学校を除く。以下同じ。）における優れた教員人材

を確保するため、岡山県教員奨学金返還支援事業補助金 （以下「補助

金」という。）を交付するものとし、その交付に関しては、岡山県補助金

等交付規則（昭和41年岡山県規則第56号。以下「規則」という。）に規定

するもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるとおりとする。 

(1) 大学生 大学又は大学院に在学する学生をいう。 

(2) 既卒者 大学又は大学院を卒業し、又は修了した者をいう。 

(3) 大学生等 大学生又は既卒者をいう。 

(4)  奨学金 独立行政法人日本学生支援機構法（平成15年法律第94号）第

14条第１項に規定する第一種学資貸与金（以下「第一種奨学金」とい

う。）及び第二種学資貸与金（以下「第二種奨学金」という。）をいう。 

（補助金の交付） 

第３条 教育長は、補助金の交付の対象となり得る者としてあらかじめ認定

を受けた者（以下「交付候補者」という。）のうち、次の要件を全て満た

し、交付決定を受けたもの（以下「支給対象者」という。）に対し、予算

の範囲内で補助金を交付するものとする。 

(1) 県内の公立小学校の教諭として、10年を超えて勤務する見込みの者

で、次のいずれかに該当するもの 

 ア 岡山県公立学校教員採用候補者選考試験（秋に実施する特別選考を

除く。以下「採用試験」という。）に合格した大学生等で、小学校教

員採用候補者名簿への登載以後、最初の４月１日に県内の公立小学校

の教諭として採用されたもの 

イ 採用試験に合格した大学生等で、小学校教員採用候補者名簿に登載

された後、大学院に進学し、又は継続して大学院で修学するために、

大学院課程修了後の採用を希望するものとして名簿登載期間の延長が

認められ、かつ、当該大学院課程修了以後、最初の４月１日に県内の

公立小学校の教諭として採用されたもの 
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ウ 採用試験に合格した大学生等で、小学校教員採用候補者名簿に登載

された後、最初の４月２日から翌年の３月31日までの間に公立小学校

の教諭として採用されたもの 

(2) 奨学金の返還債務を有している者 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、支給対象者が大学又は大学院における在学時に奨学

金として貸与を受けた額のうち、別表に掲げる額とする。 

２ １箇月当たりの補助金の額は、前項の規定による額を１２０で除した額

とし、次条に規定する補助対象期間とならない月がある場合には、その月

数に１箇月当たりの補助金の額を乗じた額を、補助金の総額から除算する

ものとする。 

（補助対象期間） 

第５条 補助対象期間は、大学生の支給対象者にあっては採用試験に合格

し、小学校教員採用候補者名簿に登載された年度の翌年度から起算して10

年度目までの期間のうち、県内の公立小学校の教諭として勤務した期間

（人事異動により、他の校種又は自治体の職員として勤務した期間等を含

む。以下同じ。）とし、既卒者の支給対象者にあっては採用された年度から

起算して10年度目までの期間のうち、県内の公立小学校の教諭として勤務

した期間とする。 

２ 前項の県内の公立小学校の教諭として勤務した期間の計算は、県内の公

立小学校に勤務した日の属する月数の通算によるものとする。 

３ 前２項において、期末手当及び勤勉手当に関する規則（昭和38年岡山県

人事委員会規則第23号）第11条第２項各号に掲げる期間又は勤務成績が著

しく不良であると認められる期間（期間計算については、期末手当及び勤

勉手当の運用について（昭和38年12月24日付け、岡人委第668号通知）に

規定するところによるものとし、当該期間に１月未満の端数がある場合

は、当該端数は切り捨てる。）がある場合には、当該期間については、補

助対象期間から除算するものとする。ただし、同項各号に掲げる期間のう

ち、育児休業、育児に係る部分休業及び子育て支援時間の取得により勤務

しなかった期間並びに育児短時間勤務職員として在職した期間について

は、この限りでない。 

（交付候補者としての認定） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、教育長が別途指定する期間

に、岡山県教員奨学金返還支援事業補助金交付候補者認定申請書（様式第

１号）により教育長に申請し、交付候補者としての認定を受けなければな

らない。 
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２ 前項の規定による申請には、次に掲げる書類を全て添付しなければなら

ない。 

(1) 日本学生支援機構が発行する奨学生証の写し 

(2) 大学卒業（修了）前２年間の借入総額を証する書類 

(3) 在学証明書（大学生の場合のみ）又は卒業（修了）証明書（既卒者の

場合のみ） 

(4) その他教育長が必要と認める書類 

３ 教育長は、交付候補者としての認定をしたときは、その旨を交付候補者

に通知するものとする。 

（交付候補者としての認定の要件） 

第７条 交付候補者としての認定は、次に掲げる要件を全て満たす者に対し

行うものとする。 

(1) 第５条第１項に規定する期間を超えて、県内の公立小学校の教諭とし

て勤務することを希望する大学生等であって、奨学金を借り入れ、返

還予定又は返還中のものであること。 

(2) 本県の採用試験に初めて出願する予定の者であること（大学生の場

合、大学３年次等チャレンジ選考による出願の有無は、影響しな

い。）。 

(3) 第３条第１号の規定を満たす見込みである者であること。 

（認定の変更等） 

第８条 交付候補者は、住所、氏名、連絡先、奨学金の返還状況等に変更が

あったときは、速やかに岡山県教員奨学金返還支援事業補助金交付候補者

変更承認申請書（様式第２号）により申請し、教育長の承認を受けなけれ

ばならない。 

２ 教育長は、前項の規定による申請について変更承認をしたときは、その

旨を当該交付候補者に通知するものとする。 

（交付候補者としての認定の取消し） 

第９条 交付候補者は、次の各号のいずれかに該当することとなったとき

は、速やかにその旨を岡山県教員奨学金返還支援事業補助金交付候補者認

定辞退届（様式第３号）により教育長に届け出て、交付候補者としての認

定の取消しを受けなければならない。 

(1) この補助金の受給を辞退しようとする場合 

(2) 奨学金の貸与を取り消され、又は辞退した場合 

(3) 留年又は１年を超える期間の休学をした場合 

(4) 停学又は退学となった場合 
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(5) 採用試験に合格した後、直近の４月１日に県内の公立小学校の教諭と

して勤務しないこととなった場合（第３条第１号イ又はウに該当する

者にあっては、教諭として採用される状況になった後、遅滞なく教諭

として勤務しなかった場合） 

(6) 奨学金の返還を誠実に行っていない場合 

２ 教育長は、前項の規定による届出に基づき認定を取り消したときは、そ

の旨を交付候補者に通知するものとする。 

（交付申請） 

第10条 補助金の交付申請は、採用試験における成績に応じて教育長が指定

した交付候補者が、教育長が別途指定する日までに、岡山県教員奨学金返

還支援事業補助金交付申請書（様式第４号）により行うものとする。  

２ 前項の規定による申請には、次に掲げる書類を全て添付しなければなら

ない。ただし、第３号及び第４号に掲げる書類については、第６条の規定

による提出時と比較して、状況に変動がなければ、添付を省略することが

できる。 

(1) 返還誓約書（様式第５号） 

(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書 

(3) 日本学生支援機構が発行する奨学生証の写し 

(4) 大学卒業（修了）前２年間の借入総額を証する書類 

(5) 第６条第３項の規定による認定通知書の写し（及び第８条第２項の規

定による変更承認通知書の写し） 

(6) その他教育長が必要と認める書類  

（交付の決定等） 

第11条 教育長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査

し、適当と認めるときは、補助金の交付決定を行い、その旨を申請者に通

知するものとする。 

２ 教育長は、前項の規定による交付決定を受けた者の数が、対象年度の支

給対象者の予定数に達しなかった場合には、改めて採用試験における成績

に応じて指定した交付候補者からの交付申請により、当該予定数の範囲内

で、追加して補助金の交付決定を行うことができる。 

（交付決定の変更等） 

第12条 支給対象者は、第10条の規定による交付申請の内容に変更があった

ときは、速やかに岡山県教員奨学金返還支援事業補助金変更承認申請書

（様式第６号）により申請し、教育長の承認を受けなければならない。 

２ 教育長は、前項の規定による申請について、変更の承認をしたときは、

その旨を申請者に通知するものとする。 
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（各年度報告の時期等） 

第13条 支給対象者は、採用２年目以降、毎年度（第15条に規定する実績報

告を行う年度を除く。）４月30日までに、岡山県教員奨学金返還支援事業

補助金状況報告書（様式第７号）により、規則第11条の規定による前年度

末までの奨学金の返還状況等に係る報告を行わなければならない。 

２ 前項の報告書には、次に掲げる書類を全て添付しなければならない。た

だし、採用２年目の年度に限り、日本学生支援機構が発行する奨学金振

込明細書も添付するものとする（第10条第２項の規定により、既に提出

している場合を除く。）。 

(1) 日本学生支援機構が発行する奨学金返還証明書 

(2) 日本学生支援機構が発行する入金一覧表（前年度４月から３月までの

返還状況が記載されたもの） 

(3) 第11条第１項の規定による教育長の通知書の写し（前条第２項の規定

による教育長の通知書の写し） 

（補助金の交付方法） 

第14条 補助金は、支給対象者が県内の公立小学校の教諭として勤務を開始

した後、その勤務状況、奨学金の返還状況等を確認しながら、採用２年目

から、毎年度１回（合計10回を上限とする。）の精算払により交付するこ

ととする。 

２ 前項の規定による補助金の交付に当たっては、教育長は、支給対象者が

次に掲げる要件をいずれも満たしていることを確認するものとする。 

(1) 補助金の支払日の属する年度の４月１日に在職していること。  

(2) 奨学金の返還を誠実に履行していること。 

３ 前２項の規定により交付する１回当たりの補助金の金額は、第４条第２

項に規定する１箇月当たりの補助金の額に、補助金の支払日の属する年度

の前年度において県内の公立小学校の教諭として勤務した期間に係る月数

（第５条第３項の規定により除算される期間に相当する月数を除く。）を

乗じた額とする。 

４ 支給対象者は、前条第１項の規定による状況報告に併せて、岡山県教員

奨学金返還支援事業補助金交付請求書（様式第８号）を教育長に提出する

ものとし、教育長は、当該状況報告及び補助金交付請求書を適当と認めた

場合は、その日の翌日から起算して30日以内に、請求のあった補助金を支

給対象者に交付するものとする。 

（実績報告の時期等） 

第15条 支給対象者は、第５条第１項に規定する補助対象期間が経過した後

の最初の４月30日までに、岡山県教員奨学金返還支援事業補助金実績報告
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書（様式第９号）により、規則第13条の規定による実績報告を行わなけれ

ばならない。 

２ 第13条第２項の規定は、前項の規定による実績報告の場合に、これを準

用する。 

（補助金の額の確定） 

第16条 教育長は、前条第１項の規定による実績報告を受けた場合は、書類

審査等を行い、交付決定した内容のとおりに遂行されていると認めたとき

は、補助金の額を確定し、支給対象者に通知するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第17条 教育長は、支給対象者が次のいずれかに該当した場合には、交付決

定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 県内の公立小学校の教諭として勤務した期間が、10年間を経過する前

に離職した場合（死亡又は分限免職による場合を除く。）  

(2) 懲戒処分を受けた場合 

(3) 奨学金の返還を誠実に行っていない場合 

  (4) 奨学金の返還を免除された場合 

  (5) 第13条の規定による各年度の報告を怠った場合 

  (6) 虚偽の申告その他の不正行為を行ったと認められた場合 

２ 教育長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合は、その旨を対

象者に通知するものとし、第14条の規定により既に交付された補助金があ

るときは、期限を定めて、その全額又は一部の額の返還を命ずるものとす

る。 

３ 前項の規定により補助金の返還を命ぜられた者は、誠実に当該補助金を

返還しなければならない。 

（加算金及び延滞金） 

第18条 前条第２項の規定により補助金の返還を命ぜられた者は、規則第19

条の規定により、加算金及び延滞金を県に納付しなければならない。 

（その他） 

第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項

は、教育長が別に定める。 

附 則 

 （施行日） 

１ この要綱は、令和６年３月 21 日から施行し、令和６年度に実施する採

用試験に出願する者から適用する。 

（経過措置） 
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２ 令和６年度に実施する採用試験に出願する者（大学３年次等チャレンジ

選考により出願する者を除く。）に係る第７条第２号の規定の適用につい

ては、同号中「出願する予定の者」とあるのは、「出願する予定の者又は

出願した者」とする。 

 

別表（第４条関係） 

区分 補助金の額 

１ 第一種奨学金のみの貸与

を受けた期間 

卒業（修了）前２年間に第一種奨学金

として貸与を受けた額以内 

２ 第二種奨学金のみの貸与

を受けた期間 

卒業（修了）前２年間に第二種奨学金

として貸与を受けた額以内（ただし、

月額の補助上限額は、独立行政法人日

本学生支援機構法施行令（平成16年政

令第２号）第１条第１項の表に掲げる

学校を卒業した者について、同表に掲

げる学校等及び通学形態の区分に応

じ、それぞれ同表の下欄に定める月額

の最高額とする。） 

３ 第一種奨学金及び第二種

奨学金の両方の貸与を受け

た期間 

卒業（修了）前２年間に第一種奨学金

として貸与を受けた額及び第二種奨学

金として貸与を受けた額以内（ただ

し、月額の補助上限額は、２の区分と

同様とする。） 

 


